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解雇無効の判決確定 
最高裁が学園の上告を棄却 

最
高
裁
が
理
事
会
の
上
告
を
棄
却
し
、
東
京
高
裁
の
判
決
が
確
定 

最
高
裁
判
所
は
、
２
０
０
６
年
10
月
３
日
、
河
口
央
商

ひ
ろ
あ
き

先
生
の
懲
戒
解
雇
事
件
に
つ
い
て
、

湘
南
工
大
理
事
会
が
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
訴
え
を
棄
却
し
、
上

告
受
理
申
立
て
も
不
受
理
と
す
る
決
定
を
下
し
ま
し
た
。
こ
の
最
高
裁
決
定
に
よ
り
、
河
口
先

生
に
対
す
る
懲
戒
解
雇
は
懲
戒
解
雇
事
由
が
存
在
せ
ず
「
無
効
」
と
し
、「
雇
用
契
約
上
の
権
利

を
有
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
賃
金
・
一
時
金
及
び
慰
謝
料
の
支
払
い

等
を
認
め
る
」
旨
の
東
京
高
裁
判
決
が
確
定
し
ま
し
た
。 

理
事
会
は
直
ち
に
河
口
先
生
を
教
壇
・
教
授
会
に
戻
せ
！ 

教
職
員
組
合
は
、
理
事
会
（
糸
山
英
太
郎
理
事
長
）
に
対
し
、
確
定
し
た
東
京
高
裁
判
決
を

直
ち
に
履
行
し
、
河
口
先
生
を
原
職
に
復
帰
さ
せ
、
教
授
会
へ
の
出
席
な
ら
び
に
講
義
等
の
教

育
・
研
究
活
動
を
他
の
先
生
た
ち
と
同
じ
く
完
全
に
保
障
す
る
よ
う
申
し
入
れ
て
い
ま
す
。
最

高
裁
に
よ
っ
て
確
定
し
た
判
決
を
無
視
し
て
、
来
年
３
月
末
で
定
年
退
職
と
な
る
河
口
先
生
の

職
場
復
帰
、
教
授
会
・
教
壇
復
帰
を
遅
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
で

す
。 

湘
南
工
大
の
す
べ
て
の
教
職
員
・
学
生
の
み
な
さ
ん
！ 

い
ま
湘
南
工
大
理
事
会
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
最
高
裁
で
確
定
し
た
判
決
を
厳
粛
に
受
け
と

め
、
河
口
先
生
の
原
職
復
帰
、
教
授
会
へ
の
出
席
、
教
育
研
究
活
動
の
保
障
を
た
だ
ち
に
履
行

す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
菊
地
先
生
の
譴
責
処
分
も
即
刻
撤
回
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
は
、
湘
南
工
大
の
教
職
員
・
学
生
の
み
な
さ
ん
の
こ
れ
ま
で
の
ご
支
援
に
感
謝
す
る

と
と
も
に
、
判
決
を
履
行
さ
せ
る
た
め
に
一
層
の
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。 

湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会 
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-23 第１桂城ビル３F 東京私大教連内 
TEL：03-3208-8071  FAX：03-3208-0430 



最高裁決定を各紙が報道 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

讀賣新聞                              毎日新聞 

 10月５日の朝刊で、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、神奈川新聞が報道しました。ここで
は、毎日新聞、読売新聞、神奈川新聞の記事を紹介します。 

神奈川新聞


